
中山間地域等 （別添1）

市町村名 指定状況 離島振興対策実施地域 辺地 振興山村 半島地域 特定農山村 過疎地域

根拠条文 離島振興法第２条第１項

辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律第２条第１項

山村振興法第７条第１項 半島振興法第１条

特定農山村地域における
農林業等の活性化のため
の基盤整備の促進に関す
る法律第２条第１項

過疎地域自立促進特別措
置法第２条第１項

八代市 一部指定
深水、辻、責・川原谷、小川
内、木々子、内の木場、仁
田尾、樅木、釈迦院

旧坂本村（旧下松求麻村）
旧坂本村（旧百済来村）
旧東陽村（旧河俣村）
旧泉村

旧坂本村
旧東陽村
旧泉村

旧坂本村
旧東陽村
旧泉村
旧鏡町

人吉市 全域 鹿目町、田野町 全域 全域
荒尾市 指定なし
水俣市 全域 本井木・岩井口 旧久木野村 全域 全域

玉名市 一部指定 奥野、大栄
旧八嘉村
旧米富村

旧天水町

天草市 全域

横浦島（旧御所浦町）
牧島（旧御所浦町）
御所浦島（旧御所浦町）
横島（旧新和町）

方原上・下、平・市古木、長
迫、池田、山浦、外平、大
浦・元浦、牧島、横浦島、嵐
口、御所浦、大河内、宮南、
上大多尾、碇石、石立、板
之河内、女岳、今村

旧本渡市（旧枦宇土村）
旧牛深市（旧二浦村）
旧天草町（旧福連木村、旧
下田村）

全域（御所浦町を除く）

旧本渡市
旧牛深市
旧有明町
旧御所浦町
旧倉岳町
旧新和町
旧五和町
旧天草町
旧河浦町

全域

山鹿市 全域

茂田井、曲野、荒平、小川
内・後川内、麻生、上中、柏
の木、矢谷、上内田、山内、
池永

旧鹿北町（旧岳間村）
旧菊鹿町（旧内田村）

旧山鹿市（旧三岳村、旧三
玉村）
旧鹿北町
旧菊鹿町（旧内田村）
旧鹿央町（旧米野岳村、旧
山内村）

全域（みなし指定）

菊池市 一部指定

小木、班蛇口、柏木護、杉
生、伊牟田、原本村、平山
若木、桜ヶ水、龍門、重味、
塚原、雪野・市野瀬

旧龍門村
旧菊池市
旧旭志村

旧旭志村

宇土市 全域
網田、網津、扇谷・飯塚、花
園

全域
旧緑川村
旧網田村

上天草市 全域
湯島（旧大矢野町）
中島（旧松島町）

湯島、大作山、下桶川 旧松島町（旧教良木河内村） 全域
旧松島町
旧姫戸町
旧龍ヶ岳町

全域

宇城市 一部指定
古場、八柳・千房、大見、向
山、山田、馬場、底江

旧不知火町
旧三角町

旧三角町大岳村 旧三角町、旧豊野町

阿蘇市 全域
遊雀、立塚、横堀、坂の上、
荻の草

旧一宮町（旧古城村、旧中
通村）

全域 全域

合志市 指定なし

美里町 全域
坂本、中、払川、椿・下草
野、松野原、川越、甲佐平、
早楠、柏川

旧中央町（旧年袮村）
旧砥用町

全域

玉東町 指定なし
和水町 全域 坂本、上十町 旧三加和町 全域
南関町 全域 全域
長洲町 一部指定 旧六栄村
大津町 一部指定 真木、新小屋 旧瀬田村 旧瀬田村
菊陽町 指定なし
南小国町 全域 黒川、波居原、吉原 全域 全域 全域

小国町 全域
名原、岳の湯、明里、田原、
北河内、麻生鶴

全域 全域 全域

産山村 全域 片俣 全域 全域 全域

高森町 全域
中、矢津田、草部、芹口、菅
山、永野原、下切、津留、野
尻、尾下、河原

旧草部村
旧草部村
旧野尻村

全域

南阿蘇村 全域 沢津野・乙ヶ瀬 旧久木野村
旧久木野村
旧長陽村

全域

西原村 一部指定 河原、宮山、小森 旧河原村 旧山西村

御船町 一部指定
浅ノ薮・間所、水越、田代東
部、田代西部

旧滝水村
旧陣村

嘉島町 指定なし
益城町 全域 全域

甲佐町 全域 板谷 旧宮内村
旧甲佐町
旧宮内村
旧竜野村

全域

山都町 全域

島木４区、柚木、橘、長谷、
法連寺・日名田、鶴底、御
所、緑川、東竹原、島木２
区、下鶴、菅、猿渡、目丸、
三ヶ、木原谷、尾野尻、川
口、高月、井無田、郷野原、
長崎、花上、下山、高辻、高
畑、柳、伊勢、玉目、大見
口、上差尾、神の前、塩出
迫、八木、小峰

旧矢部町（旧白糸村）
旧清和村（旧小峰村）

全域 全域

氷川町 一部指定 旧竜北町

芦北町 全域
岩屋川内、大野、西告、東
告

旧芦北町（旧大野村、旧吉
尾村）

全域 全域

津奈木町 全域 全域 全域
錦町 指定なし
あさぎり町 全域 平山、阿蘇 旧上村 旧上村 全域
多良木町 全域 槻木、柳野、宮ヶ野 旧久米村 全域 全域
湯前町 全域 全域 全域

水上村 全域
江代、舟石・高澄、川内、本
野・笠振

全域 全域 全域

相良村 全域 旧四浦村 全域 全域
五木村 全域 小鶴 全域 全域 全域
山江村 全域 尾崎、屋形 全域 全域 全域
球磨村 全域 神瀬、渡、一勝地 全域 全域 全域
苓北町 全域 全域 旧都呂々村 全域

令和8年4月1日現在

中山間地域等とは、離島振興法、山村振興法、辺地法、半島振興法、特定農山村法及び過疎地域活性化特別措置法により定義されている以下の地域とします。


